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実施要領 

 

築港地区活性化事業施設（以下「本件建物」という。）が位置する築港・天保山地区は、

大阪を代表する観光集客地を形成しており、国内のみならず海外から多くの観光客が訪れ

ています。 

本市では、民間事業者の企画力、ノウハウ等を最大限に活用することで、本件建物を有効

利用することにより、築港・天保山地区のまちづくりを促進し、周辺集客施設との連携、調

和を図りながら、エリア全体の活性化に寄与することをめざしています。 

そこで、本市の文化振興及びエリア全体の集客機能の向上・地域活性化に資するような事

業を実施できる事業者を募集します。 

本件建物の定期建物賃貸借による公募型プロポーザル（以下「本ブロポーザル」という。）

に応募される場合は、この実施要領の各事項を御了承の上、お申込みください。 

 

１ 対象物件 

所在地（住居表示） 
貸付床面積 

（㎡） 
賃貸借期間 

予定価格※ 

（賃貸借料月額） 

港区海岸通１丁目５番 10号 10,737.41 
令和５年４月１日～ 

令和 15 年３月 31日 
676,584 円 

※予定価格には、消費税及び地方消費税相当額（以下「消費税等」という。）を含みません。

契約の際は消費税等が加算されます。 

 

２ 応募資格 

法人又はその他の団体（以下「法人等」という。）、若しくは複数の法人等によって構成

される連合体（以下「連合体」という。）とする。連合体で応募する場合は、連合体を代

表する法人等を定めてください。ただし、次に該当する者は申込みの資格がありません。 

⑴ 現地見学会に参加しない者 

⑵ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者 

⑶ 本プロポーザル参加申請時に大阪市入札指名停止措置要綱に基づく指名停止を受け

ている者 

⑷ 大阪市暴力団排除条例（平成 23 年大阪市条例第 10 号）第２条第２号に規定する暴

力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者 

※大阪市暴力団排除条例第２条 

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

⑵ 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 
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⑶ 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして市規則

で定める者をいう。 

※大阪市暴力団排除条例施行規則（平成 23 年大阪市規則第 102 号）第３条 

条例第２条第３号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 

⑴ 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は

暴力団員を利用した者 

⑵ 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力

団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与（次号において

「利益の供与」という。）をした者 

⑶ 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、

又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者 

⑷ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

⑸ 事業者で、次に掲げる者（アに掲げる者については、当該事業者が法人である場

合に限る。）のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの 

ア 事業者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい

い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に

対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配

力を有するものと認められる者を含む。） 

イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者で

あるかを問わず、営業所、事務所その他の組織（以下「営業所等」という。）の業

務を統括する者 

ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名

称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の

利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、

又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの 

エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者 

⑹ 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公

共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業

者 

  ⑺ 最近１事業年度の消費税及び地方消費税、大阪府民税（府の区域内に事業所を有し

ないものにあっては主たる事務所の所在地の都道府県税）及び大阪市税に係る徴収

金を完納していない者（ただし、納税義務を有する者に限る）。 

 

３ 契約上の主な特約 

⑴ 貸付条件 

①借地借家法（平成３年法律第 90 号）第 38 条に基づく定期建物賃貸借契約により貸

付けするものとし、契約の更新はありません。 
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②事業者は、本プロポーザルで提案した内容以外で使用することはできません。ただし、

やむを得ず次のいずれかに該当する行為をする場合は、事前に本市の書面による承

認を得ること。あらかじめ本市の書面による承認を得なければ次のいずれかに該当

する行為をすることができません。 

ア 使用目的を変更しようとするとき 

イ 本件建物の現状を変更しようとするとき 

ウ 本件建物の賃借権の転貸若しくは賃借権を譲渡し並びに抵当権若しくは質権の

設定をしようとするとき 

エ 主要な構成員を変更しようとするとき 

⑵ 禁止する用途等 

①本件建物は、大阪港臨港地区の分区（修景厚生港区）内に存するため、大阪港臨港地

区の分区における構築物の規制に関する条例（昭和 40 年大阪市条例第 32 号）別表

の分区（修景厚生港区）の右欄に掲げる用途以外に使用することができません。 

②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122 号）第２

条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他こ

れらに類する業の用に供することはできません。 

③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

２号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動の

ために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用することはできません。 

④大阪市暴力団排除条例に基づく暴力団員又は同条例施行規則第３条各号に掲げる者

に使用させることはできません。 

⑤政治的用途・宗教的用途に使用することはできません。 

⑥地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供することはできません。 

⑦悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に使用す

ることはできません。 

⑶ ３⑴及び⑵に定める義務の履行状況を確認するため、本市が実地調査し、又は所要の

報告を求めることがありますが、その場合は協力する義務があります。 

⑷ ３⑴②（ただしイを除く。）又は⑵の特約に違反した場合には月額賃貸借料の 12 か

月分、⑴②イ又は⑶の特約に違反した場合には月額賃貸借料の４か月分を本市に対し

て違約金として支払っていただきます。 

⑸ 維持管理 

①賃貸借契約期間中における本件建物の維持管理等については、賃借人が関係法令や

本市条例並びに規則に基づく各種点検及び関係機関への届出を行わなければなりま

せん。また、関係法令に基づく各種責任者等を選任し、関係機関への届出についても

行わなければなりません。 

②本件建物に関わる造作及び設備の修繕に係る費用は、賃借人の負担とします。ただし、

建物本体（壁、柱、床、屋根など）及び設備に関わる大規模な修繕が必要となった場
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合は、本市が賃借人と協議の上で行うものとします。それに伴う休業補償等について

は、本市は一切負担しません。 

③賃借人が必要とする修繕については、事前に本市から書面による承認を得た上で、賃

借人が自己の負担で行うものとします。 

④本件建物の維持管理（設備・機器等の保守点検、建物の維持管理、消耗品の交換、清

掃等を含む）及び光熱水費等に係る費用は、賃借人の負担とします。また、本件建物

は、隣接するホテルとの区分所有建物となっており、管理規約を定めています。敷地

全体共用部分のうち、管理規約の別図の特約部分について、賃借人が管理することと

します。なお、その費用負担は、賃借人がするものとします。 

※管理規約の閲覧について 

下記の期間、管理規約の閲覧を行います。 

令和４年 11月 14 日（月）から令和５年１月 13 日（金）まで 

午前９時 30分～12 時 00分、午後１時～５時 

なお、土曜日、日曜日、祝日は、閲覧を行いません。 

<閲覧受付場所> 

大阪市福島区野田１丁目１番 86号 大阪市中央卸売市場本場 業務管理棟８階 

大阪市経済戦略局文化部文化課 

 

４ 事業予定者の決定及び申込み 

⑴ 事業予定者の決定 

申込みのあった応募について、外部の有識者で構成する事業提案審査委員会（以

下「委員会」という。）で一定の水準を満たした提案を価格提案審査参加者として

選定します。価格提案審査参加者で価格提案審査を実施し、予定価格以上で最も高

い価格提案をした者を事業予定者とします。 

⑵ 実施要領の配布 

①配布期間 

令和４年 11月 14 日（月）から令和５年１月 13 日（金）まで 

ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く 

午前９時 30分から正午、午後１時から午後５時 

②配布資料等 

配布する資料は、以下のとおりです。 

・築港地区活性化活用事業施設（大阪文化館・天保山）の定期建物賃貸借による公募型

プロポーザル実施要領 

・応募様式１～12 

・建物図面 

③配布場所 

大阪市経済戦略局文化部文化課 
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大阪市福島区野田１丁目１番 86号 大阪市中央卸売市場本場 業務管理棟８階 

電話：06-6469-5176 

※なお、下記の大阪市経済戦略局のホームページから実施要領をダウンロードするこ

とができます。 

https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000583887.html 

⑶ 現地見学会 

本件に応募しようとする法人等は、必ず現地見学会に参加してください。参加してい

ない場合は、応募を受け付けません。現地での質疑は、一切受付けません。 

見学会日時については、後日連絡します。 

  ①１回目 

ア 開催日時 令和４年 11月 24日（木）、25 日（金）、28 日（月）、29日（火） 

 午前 10 時から午後４時まで 

イ 開催場所 築港地区活性化活用事業施設（大阪文化館・天保山） 

大阪市港区海岸通１丁目５番 10 号 

ウ 参加申込 現地見学会参加申込書（様式１）に必要事項を記入の上、令和４年 11

月 21 日（月）までに「17 その他」に記載のメールアドレスへ申し

込んでください。詳細案内を通知します。 

  ②２回目 

ア 開催日時 令和４年 12月 12日（月）、13 日（火） 

 午前 10 時から午後４時まで 

イ 開催場所 築港地区活性化活用事業施設（大阪文化館・天保山） 

大阪市港区海岸通１丁目５番 10 号 

ウ 参加申込 現地見学会参加申込書（様式１）に必要事項を記入の上、令和４年 12

月８日（木）までに「17 その他」に記載のメールアドレスへ申し込

んでください。詳細案内を通知します。 

⑷ 質問・回答 

本件募集に関して質問があれば、質問書（様式２）を「17 その他」に記載のメール

アドレスへ電子メールにて提出してください。電子メール以外による提出の質問には

回答いたしません。 

  ①１回目 

ア 質問受付期間 令和４年 11月 24日（木）から令和４年 12 月２日（金）まで 

イ 質問に対する回答 令和４年 12月９日（金）（予定）までに、大阪市経済戦略局

のホームページに掲載します。 

  ②２回目 

ア 質問受付期間 令和４年 12月 12日（月）から令和４年 12 月 16 日（金）まで 

イ 質問に対する回答 令和４年 12月 23日（金）（予定）までに、大阪市経済戦略

局のホームページに掲載します。 

https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/
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⑸ 申込みに必要な書類の提出 

申込みに必要な書類は、次の提出期間内に提出場所に必ず持参してください。送付、

FAX、E-mail による提出は受け付けません。ただし、本市が補正等を求めた場合につい

ては、この限りではありません。 

①提出期間 令和５年１月６日（金）から令和５年１月 13 日（金）まで 

      ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く 

午前９時 30分から正午、午後１時から午後５時 

②提出場所 大阪市経済戦略局文化部文化課 

大阪市福島区野田１丁目１番 86号 大阪市中央卸売市場本場 

業務管理棟８階 

電話：06-6469-5176 

⑹ 応募上の注意事項 

①接触の禁止 

本件業務に従事する本市職員及び本件関係者に対し、本件応募についての接触を禁

止します。接触の事実が認められた場合、失格になることがあります。 

②応募内容の変更禁止 

提出後、申込みに必要な書類の内容を変更することはできません。ただし、本市が補

正等を求めた場合については、この限りではありません。 

③申込みに必要な書類の取扱い 

申込みに必要な書類は、理由の如何に関わらず返却しません。 

④応募の辞退 

申込みに必要な書類提出後に応募を辞退する場合は、辞退届（様式 11）を提出して

ください。 

⑤使用言語等 

申込みに必要な書類、質問等の言語は、日本語とします。また、単位はメートル法を

使用してください。通貨単位は、日本円とします。 

⑥費用負担 

応募に関して必要となる費用は、応募者の負担とします。 

⑦提出書類の著作権 

申込みに必要な書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、選定結果の公表など

本市が必要と認める場合には、本市は、申込みに必要な書類の内容を無償で使用でき

るものとします。 

⑧情報公開 

申込みに必要な書類は、大阪市情報公開条例（平成 13 年大阪市条例第 24 号）の定

めるところにより公開される場合があります。 

⑨リスク分担 

事業期間内における主なリスクについては、次の負担区分により対応するものとし
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ます。 

 

 
※１ 自然災害（地震・台風等）等不可抗力への対応 

・建物、設備が復旧困難な被害を受けた場合、業務の全部の停止を要請します。 

・復旧可能な場合、その復旧に要する経費は、事業者と協議します。 

・災害発生時に、当該施設が市民の避難場所やボランティアの活動拠点となる場合、災

害対応のために業務の全部又は一部の停止を要請することがあります。 

・本市は、事業者に対する休業補償は行いません。 

※２ サービス提供に伴う施設・機器・備品等の損傷リスクへの対応 

・サービス提供に伴って基幹的な施設・機器等の附属物（エレベーター、設備の消耗品

など）の損傷は、事業者の帰責事由の有無に関わらず、事業者の負担とします。 

・基幹的な施設・機器等以外の施設・機器、器具、什器、備品等は、事業者が補修更新

するものとします。 

市 事業者

法令等の変更
事業者が行う管理運営業務に影響を及ぼす
法令等の変更

施設の維持管理、運営において事業者の要
因で第三者に損害を与えた場合

○

施設の維持管理、運営において大阪市の要
因で第三者に損害を与えた場合

○

資金調達 必要な資金確保 ○
物価 事業者決定後のインフレ、デフレ ○
金利 事業者決定後の金利変動 ○
不可抗力　※１ 自然災害等による業務の変更、中止、延期

大阪市の責任による遅延・中止 ○

事業者の責任による遅延・中止 ○

事業者の事業放棄・破綻 ○

申請コスト 申請費用の負担 ○
施設競合 競合施設による利用者減、収入減 ○
需要変動 当初の需要見込みと異なる状況 ○

施設、機器等の損傷　※２ ○ ○

事業者に施設管理上に帰責事由があるもの ○

事業者が設置した設備・備品 ○

大阪市側の事由による協定内容の不履行 ○

事業者側の事由による業務又は協定内容の
不履行

○

施設・機器の不備による事故
事業者の施設管理上に帰責事由があること
による事故

○

管理リスク
施設・機器の不備又は、事業者の施設管理
上に帰責事由があることによる臨時休館等
に伴うもの

○

損害賠償　※３

リスクの種類 内容
負担者

協議事項

協議事項

協議事項

第三者賠償

事業の中止・延期

施設の損傷

債務不履行
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・施設管理に関わって必要な消耗品は、事業者において適宜補充交換をしてください。 

※３ 施設・機器の不備又は事業者に施設管理上の帰責事由があることによる事故への対

応 

・施設・機器の不備又は施設管理上の帰責事由があることによる事故に対応するため、

事業者はリスクに応じた保険に加入してください。 

 

５ 申込みに必要な書類の提出 

⑴ 応募登録書類 

Ａ４縦ファイル（左側に２穴）に下記書類を綴り、必要部数を提出してください。ま

た、ファイルの表紙に「正」、「副」の区別がわかるよう明記してください。併せて、デ

ータ（データ形式は、エクセル、ワード及びＰＤＦデータとします）を保存したＣＤ－

Ｒを４部提出してください。副本については、応募者名や商標の表示など応募者の所属

する法人等がわかる表現は禁止します。 

 

 
※１ 連合体で申込む場合のみ提出してください。 

※２ 受付時に原本と副本の照合を行うので、原本を持参してください。 

※３ 連合体で申込む場合、全ての構成員について「4.」及び「5.」を提出してください。 

名称 様式 部数 内容

1.応募登録申込書
様式3-1
連合体は
様式3-2

2.誓約書 様式4

3.連合体協定書
　※１

様式5 副本3部※２ 連合体で申し込む場合に提出

4.法人等の概要
　※３

様式6 所定の用紙に必要事項を記入

様式自由 ⅰ　会社定款または寄附行為

各種証明書
ⅱ　商業登記簿謄本及び代表者の印鑑証明書
　　（直近３ヶ月以内のもの）

様式7 ⅲ　応募団体役員名簿

様式8 ⅳ　障がい者雇入れ計画書

様式9 ⅴ　社会的責任・市の施策との整合について

様式自由 ⅵ　会社概要書

関係法令に
定める様式

ⅶ　①～③、直近３事業年度分
①　事業報告書
②　会社法に定める計算書※４とキャッシュ
　　フロー計算書及びその附属明細
③　監査報告書の写し
④　勘定科目内訳書

各種証明書

ⅷ　納税証明書（直近３事業年度分の法人
　　税、消費税及び地方消費税、法人都道
　　府県民税、法人事業税、法人市町村民
　　税）の写し

6.事業実績調書 様式自由 本事業と同種または類似事業の実績調書

7.返信用封筒 角型２号 １部 返信先を明記し、140円切手を貼付

5.申込添付書類
　※３

３部（正本１
部、副本２
部）

所定の用紙に必要事項を記入

６部（正本１
部、副本５

部）
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※４ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表 

非営利法人の場合は、貸借対照表、活動計算書、計算書類の注記 

⑵ 事業提案書 

Ａ３ファイル（左側に２穴）に下記書類を綴り、６部提出してください。併せて、デ

ータ（データ形式は、エクセル、ワード及びＰＤＦデータとします）を保存したＣＤ－

Ｒを４部提出してください。応募者名や商標の表示など応募者の所属する法人等がわ

かる表現は禁止します。 

 

 
 

６ 価格提案書の提出 

⑴ 事業提案書と併せて価格提案書（様式 12）を提出してください。 

⑵ 価格提案書には、１か月分の賃料の額（税抜き）を記載してください。賃料に関する

前提条件や変動要素等を参加者が記載した場合は、提案を無効とします。 

⑶ 訂正の容易な筆記具（鉛筆など）で記載しないでください。必ずボールペン又はペン

で記入してください。 

⑷ 年月日は、申込書類の提出日を記入してください。 

種類 様式 内容

表紙 様式自由 表現自由（提案者名は記載しない）

目次 様式自由 表現自由

ⅰ事業計画書 様式自由
本件建物を活用した事業計画について、文章、図面、
イラスト等で説明すること

ⅰ建物利用計画書 様式自由
本件建物の利用にあたって各種レイアウト（工作物を
含む。）を図示したもの

以下の各項目について提案内容を示すこと
・運営の概要（事業内容、運営事業者等）
・その他提案事項
以下の各項目について提案内容を示すこと
・市民サービスの向上に対する考え方
・周辺地域の活性化に対する考え方
・市民サービス向上、周辺地域の活性化に寄与するイ
　ベント等
・その他提案事項

以下の各項目について提案内容を示すこと
・施設の活性化につながる取り組み
・運営上のリスクに対しての備え
・その他提案事項
以下の各項目について提案内容を示すこと
・連合体での役割分担
・責任者及び人員計画
・その他提案事項

ⅴ事業収支計画書 様式10 ・事業の損益、収支計画、集客想定数の提示

[1]事業コンセプト

様式自由

様式自由

ⅱ業務実施体制 様式自由

様式自由

[3]機能構成、運営計画

ⅰ本件建物の運営計画

ⅱ市民サービス向上

[4]業務実施計画

ⅰ業務実施上の工夫

[2]空間構成及びデザイン



10 

⑸ 所在地、会社名等は、参加申込書に記載されたとおりに記入し、必ず実印で押印して

ください。 

⑹ 価格提案書に記入する金額は、総額で、１枠に１字ずつ「１、２、３…」と記入し、

金額の前枠に「￥」、「金」、又は実印で押印による留印をつけてください。 

⑺ 訂正する場合は、誤記部分に―を引き、実印で押印した上、正しく書き直してくださ

い。 

⑻ 金額欄の訂正は、誤った数字だけでなく、金額全てに―を引き、実印で押印し、正し

く書き直してください。 

⑼ 価格提案書を無地封筒（長型３号）に入れ、糊付け、割印し、表に事業者（共同企業

体の場合は代表事業者）の企業名、代表者名を記載し、実印を押印の上、提出してくだ

さい。 

⑽ 割印は、実印で３か所（上・中・下）に押印してください。 

⑾ 次の「７ 事業提案審査」において、価格提案審査への参加資格を有するものとなら

なかった場合は、価格提案書を返却しますので、返信用封筒（角型２号・返信先明記・

切手添付不要）を併せて提出してください。 

※価格提案書に記載された価格における３か月分の賃料に相当する額を申込保証金とし

て納付することになります。 

 
 

７ 事業提案審査 

⑴ 選定方法 

①本要領に示す応募資格を満たし、かつ、提出された事業計画等について、本プロポ

ーザルの趣旨及び本件建物の役割を踏まえ、検討項目等を満たしているかなどの観

点から、適合する事業計画を委員会で審査します。 

②委員会では、応募者から提出された申込みに必要な書類の審査及びヒアリングによ

って行います。応募者が多数の場合は、書類選考によりヒアリングの対象となる応
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募者を選定します。 

③採点は 100 点満点で行い、選定は、次の「⑵ 審査基準」に示す基準に基づき、総

合的な観点から 70 点以上の事業者を価格提案審査参加者として全て選定します。 

⑵ 審査基準 

①提案項目 

４つの項目に分けて評価を行い、それぞれの点数を合計したものを、その提案をし

た事業者の得点とします。 

②審査の視点 

事業提案を審査する際の基準は、以下のとおりとします。 

・事業提案の中で、事業条件等が遵守されているかを確認します。 

・原則として、全ての項目において配点の過半数の点数を有する必要があります。 

⑶ 委員会の委員名等の個人を特定する情報については、本プロポーザルの事業予定者

決定までは非公表とします。 

 

 
 

８ 事業提案審査結果の通知 

事業提案審査の結果については、令和５年１月下旬に応募申込者全員（応募申込者が連

合体の場合は、その代表事業者のみ）に対し、「事業提案審査結果通知書」により通知し

審査の視点

・本市の文化振興に資する計画になっているか
・エリア全体の魅力や集客向上に資する計画になっているか
・地域の活性化に資する計画になっているか

・関係法令による規定を遵守しているか
・事業条件が構造、規模等に適っているか
・安全な来客動線が確保されているか。また、サービス動線
　は適切か

・利用者が満足できる魅力ある運営計画となっているか
・集客効果の高い魅力ある計画となっているか

・構成、配置の考え方 ・近隣に迷惑の及ぼさない事業形態となっているか
・運営概要 ・その他評価に値する提案
市民サービスの向上 ・市民サービスの向上につながる計画となっているか
・市民サービスに対す
　る考え方

・周辺地域等への活性化に配慮した計画となっているか

・周辺地域に対する考
　え方

・その他評価に値する提案

・収支計画と事業計画の整合性は図られており、かつ、現実
的であるか

・施設管理上のリスクに対する備えがあるか
・その他評価に値する提案
・各担当などの責任範囲が明確になっているか
・責任者及び人員等が適切に配置されているか

業務実施上の工夫

業務実施態勢

提案項目

事業コンセプト（配点：30点）

空間構成・デザイン（配点：10点）

機能構成・運営計画（配点：30点）

業務実施計画（配点：30点）

事業計画

運営計画

建物利用計画
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ます。通知は、価格提案書の返信用封筒を使用します。 

 

９ 価格提案審査 

⑴ 価格提案審査の対象者 

①７⑴の価格提案審査の資格を有する者を対象に、あらかじめ提出された価格提案書

に基づき審査を行います。 

②価格提案審査への資格を有するもの以外の応募申込者からの価格提案書については

返却します。 

③応募申込時から価格提案審査時までの間において、「２ 応募資格」の要件を欠くこ

ととなった場合、又は要件を欠いていることが判明した場合は、応募申込みの受付を

取り消し、価格提案審査を行いません。 

⑵ 価格提案審査の実施 

①価格提案審査の日時 

価格提案審査日：事業提案審査結果の通知から１週間程度とし、別途お知らせします。 

受付時刻：別途お知らせします。 

開封時刻：別途お知らせします。 

受付場所：大阪市経済戦略局文化部文化課 

大阪市福島区野田１丁目１番 86号 大阪市中央卸売市場本場 

業務管理棟８階 会議室 

②価格提案審査の実施場所 

大阪市福島区野田１丁目１番 86号 大阪市中央卸売市場本場 

業務管理棟８階 会議室 

③提出書類等（当日持参するもの） 

ア 事業提案審査結果通知書 

イ 委任状（本市所定様式、代理人により参加する場合のみ） 

ウ 実印（代理人により参加する場合は、委任状の「受任者」欄に押印した印鑑） 

エ 申込保証金納付書（代理人により参加する場合は、「参加人」欄には参加申込書

の申請者の実印を押印してください。ただし、「受取人」欄は受任者の印鑑となり

ます。） 

オ 金融機関振出小切手（自己宛小切手、下記④参照） 

※イ、エについては、「事業提案審査結果通知書」の送付に併せて交付します。 

④申込保証金 

ア 価格提案審査参加者は、価格提案審査当日、受付時間内に受付場所で申込保証金

を納付してください。 

イ 申込保証金の納付は、本市の発行する申込保証金納付書により、金融機関振出小

切手で行ってください。 
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＜↓振出小切手見本↓※a～f＞ 

 
※a 全国銀行協会が運営する電子交換所に加盟する金融機関の本・支店が振り出し

た小切手としてください。（見本参照） 

b 価格提案書に記入した金額の３か月分以上の金額の小切手を用意してくださ

い。 

c 振出人、支払人とも同一金融機関になります。ただし、㈱ゆうちょ銀行が振り

出したものは同一となりません。 

d 持参人払式としてください。 

e 振出日は、別途お知らせする価格提案審査日から起算して１週間以内のものと

してください。 

f 上記 a～eの要件を充たした小切手以外は受領できません。 

⑤事業予定者の決定 

価格提案審査参加者が１者であり、その価格提案が予定価格以上であった場合、その

１者を事業予定者として決定します。価格提案審査参加者が２者以上であった場合

は、その価格提案が予定価格以上であった者のうち、最も高い価格提案を行った者を

事業予定者として決定します。 

⑥価格提案書の書き換え等の禁止 

価格提案審査参加者は、事前に提出した価格提案書の書き換え、引き換え及び撤回を

することはできません。 

⑦開封 

開封は、価格提案審査参加者立会いの下で行います。価格提案審査参加者が誰も立ち

会わない場合は、価格提案事務に関係のない本市職員を立ち会わせます。開封に立ち

会わなかった場合は、開封の結果について異議を申し立てることはできません。 

⑧価格提案の無効 

次のいずれかに該当する価格提案は、無効とします。 
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ア １か月分の賃料の額（税抜き）が予定価格未満の価格提案 

イ 価格提案審査参加資格がない者のした価格提案又は権限を証する書面の確認を

受けない代理人がした価格提案 

ウ 指定の日時までに価格提案に必要な書類を提出しなかった者の価格提案 

エ 申込保証金を納付しない者又は申込保証金が所定の額に達しない者がした価格

提案 

オ 価格提案書に所定の記名押印がない価格提案 

カ 本市が示した価格提案書（様式 12）を用いないでした価格提案 

キ 価格提案審査参加者又はその代理人が２以上の価格提案をしたときは、その全

部の価格提案 

ク 価格提案審査参加者又はその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の価

格提案 

ケ 他の価格提案審査参加者の代理人を兼ね又は２者以上の代理人として価格提案

をしたときはその全部の価格提案 

コ 金額、氏名、その他主要部分が識別し難い価格提案 

サ 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による価格提案 

シ 価格提案に関し不正な行為を行った者がした価格提案 

ス 余事記載のある価格提案 

セ その他価格提案に関する条件に違反した価格提案 

⑨価格提案が同額であった場合の事業予定者の決定方法 

ア 月額賃料が最も高い価格提案を行った者が２以上あるときには、事業提案審査

の点数が最も高い者を事業予定者とします。 

イ 前項の場合において事業提案審査の評価が最も高い者が２以上あるときには、

直ちにくじにより事業予定者を決定します。 

ウ くじにより事業予定者を決定する場合、価格提案書に押印した印鑑が必要です。

（代理人により参加する場合は、委任状の「受任者」欄に押印した印鑑） 

エ 価格提案審査参加者のうち、くじを引かない者がある場合、本市が指定した者

（価格提案審査参加事務に関係のない本市職員）が価格提案審査参加者に代わっ

てくじを引き、事業予定者を決定します。 

⑩価格提案審査結果・経過の公表（事業提案審査結果も含む） 

ア 事業予定者が決まったときは、事業予定者名及びその価格提案金額を、事業予定

者がないときはその旨を、開封に立ち会った価格提案審査参加者に公表します。 

イ 価格提案審査後の問合せに対しては、事業予定者名及びその価格提案金額を回

答するとともに、大阪市経済戦略局ホームページにおいて、事業予定者名及びそ

の企画提案審査結果及び価格提案金額を掲載します。 

ウ 全価格提案審査参加者の価格提案金額及び価格提案審査参加者名を記載した価

格提案審査経過調書を作成し、大阪市経済戦略局文化部文化課内において、閲覧
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方式により公表します。 

⑪価格提案審査の中止 

不正が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由があ

るときは、価格提案審査を中止、又は期日を延期することがあります。 

⑫申込保証金の還付等 

ア 事業予定者以外の者が納付した申込保証金（小切手）は、開封後返還しますので、

大阪市経済戦略局文化部文化課に申込保証金納付書を提出してください。 

イ 申込保証金は、その受入期間について利息をつけません。 

 

10 契約説明会 

⑴ 事業予定者に対しては、契約手続の説明会を価格提案審査終了後、引き続き大阪市経

済戦略局文化部文化課内会議室で行います。 

⑵ 契約説明会には、事業予定者の代表者又は代理人が必ず出席してください。 

 

11 審査結果 

審査結果は、書面をもって通知します。また、大阪市経済戦略局ホームページにおいて

審査結果を公表します。 

 

12 契約締結等 

⑴ 契約の締結は、令和５年３月中旬に行います。 

⑵ 賃貸借期間 

令和５年４月１日から令和 15 年３月 31 日までの 10年間とします。 

賃貸借期間満了後の契約更新は行いません。 

⑶ 契約保証金 

契約締結時に、契約保証金として、契約金額（月額・消費税等を含む。）の３か月分

以上を納付してください。（既納の入札保証金を建物賃貸借契約締結時に契約保証金に

充当し、不足額があれば、本市の発行する納付書にて納付してください。） 

⑷ 連帯保証人 

連帯保証人は、借受人と連帯して本契約から生ずる一切の債務履行の責任を負わな

ければなりません。連帯保証人は、次の各号の資格を有し、かつ、本市が承認する者で

なければなりません。 

① 大阪市内又は近隣市町村に住所又は事務所を有すること 

② 賃料年額の５倍以上の年間所得又は固定資産を有すること 

連帯保証人が前各項に掲げる資格を失ったとき、又は死亡、解散したとき、若しくは

甲が変更の必要があると認めたときは、借受人は、速やかに本市の承認する連帯保証人

を新たに立てなければなりません。 
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なお、契約保証金として契約金額（月額・消費税等を含む。）の６か月分を提供した

ときは、連帯保証人は不要です。 

⑸ 賃料の納付 

賃料については、次の納入期限までに本市発行の納入通知書により納付してくださ

い。 

 
⑹ 賃料の改定 

①賃料は、３年毎に以下の計算式に基づき算定した額に改定するものとし、その金額に

ついては、本市から通知します。 

改定賃料＝従前の賃料×スライド率（１円未満切捨て） 

スライド率＝（名目 GDP 変動率＋大阪市消費者物価指数（総合）変動率）／２） 

名目 GDP 変動率＝従前の賃料の適用始期及び今回算定する賃料の適用始期前日のそれぞ

れ６か月前の属する四半期名目 GDP 実額の変動率（小数点以下第４

位を四捨五入し第３位までとする） 

大阪市消費者物価指数（総合）変動率＝従前の賃料の適用始期及び今回算定する賃料の適

用始期前日のそれぞれ６か月前の大阪市消費者物価指数（総合／月別

指数）の変動率（小数点以下第４位を四捨五入し第３位までとする） 

②①のほか、関係法令、大阪市財産条例（昭和 39 年大阪市条例第８号）の改正若しく

は経済情勢の変動があったとき、又は近傍類似の物件の賃料に比較して不相当とな

ったことにより、本市が必要と認めるときは、改定するものとします。 

 

13 申込保証金の帰属 

事業予定者が、正当な理由なく指定する期限までに契約を締結しないときは、事業予定

者決定の効力を失い、既納の申込保証金は、本市に帰属し、返還しません。 

 

14 無効及び失格 

⑴ 提出された書類に虚偽の内容があった場合は、審査結果を無効とします。また、申込

みに必要な書類の提出後から契約締結までの期間において、「２ 応募資格」の要件を

満たさなくなった場合についても無効とします。 

⑵ 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めた場合は失格とします。 

⑶ 他の提案者と事業提案及び価格提案の内容又はその意思について相談を行った場合

は失格とします。 

⑷ 事業予定者決定までの間に、他の提案者に対して事業提案及び価格提案の内容を意

図的に開示した場合は失格とします。 

 

期　　間 納入期限

４月１日から９月30日までの賃貸借料 ７月31日

10月１日から３月31日までの賃貸借料 １月31日
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15 契約の解除について 

⑴ 事業者が本プロポーザルにおいて不正な行為を行ったことが判明した場合は、本市

は、その契約を解除します。 

⑵ 契約を解除した場合において、本市に損害が生じたときは、本市は、事業者にその賠

償を請求します。 

 

16 物件の引渡し等 

賃貸借期間開始日に、現状有姿（図面）にて物件を引き渡します。 

図面等と現況が相違している場合、現況が優先します。 

 

17 その他 

⑴ 事業提案書等の作成・提出、また、契約の締結及び履行に関する一切の費用に係る経

費は、事業者の負担とします。 

⑵ 契約に際して、物件調書に記載のとおり条件がありますので、必ず御確認ください。 

⑶ 本実施要領に定めのない事項は、土地利用に関連した法令、地方自治法、同施行令、

大阪市契約規則（昭和 39 年大阪市規則第 18 号）等の関連諸法令に定めるところによ

って処理します。 

 

【物件・契約に関する問合せ先】 

大阪市経済戦略局文化部文化課 

住 所：大阪市福島区野田１丁目 1 番 86 号 

大阪市中央卸売市場本場 業務管理棟８階 

電 話：06-6469-5176 

ＦＡＸ：06-6469-3897 

E-mail：ga0022@city.osaka.lg.jp 

Ｈ Ｐ：https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000583887.html 

  

mailto:ga0022@city.osaka.lg.jp
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/
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物件調書 
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所在地 大阪市港区海岸通１丁目５番１内 

住居表示 大阪市港区海岸通１丁目５番 10号 

貸付床面積 
美術館・劇場・食堂 9,911.62 ㎡ 

食堂         825.79 ㎡  合計 10,737.41 ㎡ 

構造 

美術館 鉄骨鉄筋コンクリート 

劇場 鉄筋コンクリート 

食堂 鉄骨造陸屋根 

食堂 鉄筋コンクリート造陸屋根 

建築年 平成６年 

用途地域等 

準工業地域 

準防火地域 

容 積 率  200％ 

建 ぺ い 率  70％ 

臨港地区（修景厚生港区） 

交通機関 大阪メトロ中央線「大阪港」駅から約 600m（徒歩約８分） 

現況 隣接するホテルと一棟の建物として登記されています（区分所有建物） 

特記事項 

・施設の内装等の改修工事が必要であれば、事前に大阪市経済戦略局に書

面で承諾を取り、賃借人で工事及び法的手続に係る費用を負担してくだ

さい。 

・「大阪市港区海岸通一丁目５番地１区分所有建物管理規約」により定め

られている規約及び集会の決議事項を遵守してください。 

お問合わせ 大阪市経済戦略局文化部文化課 電話（06）6469-5176 
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周辺図

明細図

大阪文化館・天保山

海遊館

大阪文化館・天保山
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